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南あわじ市役所
総合窓口センター
　緑　庁舎☎44-3001
　西淡庁舎☎37-3011
　三原庁舎☎43-5021
　南淡庁舎☎50-3031

【中央庁舎】
議会事務局☎43-5005
市長公室☎43-5002
総務部
　総務課☎43-5001
　防災課☎43-5006
　情報課☎43-5003
　　さんさんネット☎43-2345
選挙管理委員会事務局☎43-5004

【緑庁舎】
健康福祉部
　福祉課☎44-3002
　長寿福祉課☎44-3005
　保険課☎44-3003
　健康課☎44-3004
　少子対策課☎44-3040

【西淡庁舎】
産業振興部
　商工観光課☎37-3012
　企業誘致課☎37-3046
　水産振興課☎37-3013
都市整備部
　管理課☎37-3014
　建設課☎37-3015
　都市計画課☎37-3016
教育委員会（教育部）
　教育総務課☎37-3017
　学校教育課☎37-3018
　人権教育課☎37-3019
　生涯学習文化振興課☎37-3020

【三原庁舎】
市民生活部
　市民課☎43-5023
　税務課☎43-5022
　収税課☎43-5034
　生活環境課☎43-5024
農業振興部
　農林振興課☎43-5025
　農地整備課☎43-5026
　地籍調査課☎43-5027
　農業共済課☎42-6210
農業委員会事務局☎43-5029

【南淡庁舎】
財務部
　財政課☎50-3033
　管財課☎50-3034
下水道部
　企業経営課☎50-3036
　下水道課☎50-3039
会計課☎50-3040
監査委員事務局☎50-3050

　
第59回市議会定例会日程（12月）

　  議 会

開会：午前10時～
◆委員会

日  程 委  員  会

12日（金） 総務建設常任委員会

15日（月） 産業厚生常任委員会

　問議会事務局☎ 43-5005
◆本会議

日  程 内       容

２日（火）     

❶条例案上程
❷一般会計、特別会計補正予算案   
上程
❸その他の案件上程

８日（月）一般質問 

９日（火）一般質問

10日（水）❶一般質問
❷追加議案上程

11日（木）予備日

17日（水）付託案件委員会審査報告・表決

開会：午前10時～

■インターネットに
よる動画中継、テ
レ ビ モ ニ タ ー 中
継（各庁舎ロビー、
公民館）を行って
います。ご利用く
ださい。

■議会は中央庁舎３階の議場で傍聴で
きます。

　　　 みなさんのお役に立ちます
　　○植木剪定　　○大工・左官仕事　　○農作業　　○除草・草刈　　○軽作業

　　○施設管理　　○清掃　　○毛筆筆耕　　○家事手伝い（掃除・洗濯・食事支度）など

　　 お気軽にお電話下さい           どんな仕事でもご相談下さい         

　（公社）南あわじ市シルバー人材センター
　　〒 656-0478　南あわじ市市福永 358-1（三原庁舎内）
　　TEL ／ 0799-42-5339　　FAX ／ 0799-42-6044

広田事業所　TEL ／ 0799-45-0012

福良事業所　TEL ／ 0799-52-0070

西 淡 窓 口　TEL ／ 0799-36-2083

会　員
募集中

南あわじ市ホームページに、お店の
宣伝や求人情報など出しませんか？

問情報課☎43-5003

　　掲載料金

 １か月＝   10,000 円（月額）

12 か月の継続契約されると・・・

12 か月＝ 100,000 円（年額）

「ホームページ」バナー広告

障
害
者
（
児
）
見
舞
金
の
支
給
に
つ
い
て

　

11
月
に
送
付
い
た
だ
い
た
申
請

書
の
指
定
さ
れ
た
口
座
に
、障
害
者

（
児
）
見
舞
金
を
振
り
込
み
ま
す
。

対
象　

平
成
26
年
12
月
１
日
現

在
、
３
か
月
以
上
市
内
に
住

民
登
録
の
あ
る
障
害
者
（
児
）

で
、
身
体
障
害
者
手
帳
１
～

４
級
、
療
育
手
帳
、
有
効
期

限
内
の
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
を
持
つ
人

支
給
額　

５
０
０
０
円

支
給
日　

12
月
22
日
（
月
）

※
11
月
14
日
の
締
め
切
り
を
過

ぎ
て
申
請
書
を
送
付
し
た
人

は
後
日
の
振
り
込
み
と
な
り
ま

す
。
申
請
書
を
未
提
出
の
人

は
必
ず
提
出
し
て
下
さ
い

問
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
２

　
農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名
簿 

登
載
申
請

　

農
業
委
員
会
委
員
選
挙
人
名

簿
は
、有
権
者
か
ら
の
申
請
に
基

づ
い
て
登
録
さ
れ
ま
す
。

　

申
請
書
は
、
農
会
長
等
を
通

じ
て
配
布
す
る
予
定
で
す
。

　

要
件
を
満
た
し
、「
農
業
委
員

会
委
員
選
挙
人
名
簿
」
へ
の
登
録

申
請
を
す
る
人
は
、
期
日
ま
で
に

必
要
事
項
を
記
入
押
印
の
う
え
、

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

提
出
期
限 

１
月
９
日
（
金
）

※
市
役
所
へ
の
提
出
期
限
。
農

会
長
等
へ
は
早
め
に
ご
提

出
く
だ
さ
い

問
選
挙
管
理
委
員
会

　

☎
43
・
５
０
０
４

問
農
業
委
員
会
事
務
局

　

☎
43
・
５
０
２
９　

　
老
人
福
祉
計
画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
の

　

市
で
は
、
高
齢
者
の
福
祉
・

介
護
の
基
本
方
針
と
な
る
、
老

人
福
祉
計
画
お
よ
び
介
護
保
険

事
業
計
画
【
第
６
期
】
の
策
定

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

今
後
の
計
画
策
定
の
た
め
、

み
な
さ
ま
か
ら
の
意
見
を
募
集

し
ま
す
。

意
見
募
集
期
間　

　

12
月
22
日
（
月
）
～
平
成

27
年
１
月
21
日
（
水
）

対
象
者　

次
の
❶
～
❸
の
い
ず

れ
か
を
満
た
す
人　

❶
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
の
人

❷
市
内
に
介
護
保
険
事
業
所
を

有
す
る
人
❸
同
計
画
に
関
係
が

あ
る
人

※
提
出
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は

担
当
課
に
ご
確
認
く
だ
さ
い

※
閲
覧
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
も

し
く
は
長
寿
福
祉
課
、
総
合

窓
口
セ
ン
タ
ー
等
で
可
能
で
す

問
長
寿
福
祉
課
☎
44
・
３
０
０
５

意
見
募
集
に
つ
い
て

　
教
育
振
興
基
本
計
画
の
意
見
募
集
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
教
育
の
振
興
の
た

め
の
施
策
の
基
本
方
針
と
な
る

教
育
振
興
基
本
計
画
（
素
案
）

を
作
成
し
ま
し
た
。

　

今
後
の
計
画
作
成
に
あ
た

り
、
み
な
さ
ま
か
ら
の
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

意
見
募
集
期
間　

　

12
月
22
日
（
月
）
～
平
成

27
年
１
月
21
日
（
水
）

対
象
者　

次
の
❶
～
❸
の
い

ず
れ
か
を
満
た
す
人　

❶
市
内
に
在
住
ま
た
は
在
勤
、

通
学
さ
れ
て
い
る
人
❷
市
内
の
幼

稚
園
・
学
校
に
通
っ
て
い
る
子
ど

も
の
保
護
者
❸
市
内
の
事
業
者

ま
た
は
、
事
業
所
を
有
す
る
人

※
提
出
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
し
く
は

担
当
課
に
ご
確
認
く
だ
さ
い

※
閲
覧
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
も

し
く
は
学
校
教
育
課
、
総
合

窓
口
セ
ン
タ
ー
等
で
可
能
で
す

問
学
校
教
育
課
☎
37
・
３
０
１
８

　
市
・
県
民
税
の
特
別
徴
収
に
つ
い
て

　

兵
庫
県
と
県
内
全
て
の
市

町
は
連
携
し
て
個
人
住
民
税

（
市
・
県
民
税
）
の
特
別
徴
収

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

特
別
徴
収
と
は
、
事
業
主
が

従
業
員
の
毎
月
の
給
与
か
ら
個

人
住
民
税
を
天
引
き
し
、
市
町

に
納
入
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

特
別
徴
収
の
メ
リ
ッ
ト

❶
年
４
回
で
納
め
る
普
通
徴
収

に
比
べ
て
、
毎
月
の
給
与
天

引
き
（
年
12
回
払
い
）
に
な

る
の
で
、
従
業
員
に
と
っ
て

１
回
当
た
り
の
納
税
額
が

少
な
く
な
る
。

❷
従
業
員
が
市
役
所
窓
口
や
金

融
機
関
に
出
向
く
手
間
が

な
く
な
る
。

❸
納
付
を
忘
れ
る
こ
と
が
な
く

な
る
。

◆
従
業
員
に
と
っ
て
も
、
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
の
で
、
特
別
徴
収

に
つ
い
て
、
事
業
主
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

問
税
務
課
☎
43
・
５
０
２
２

農
地
の
借
受
け
を
希
望
す
る
人
を
募
集
！

　
「
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推

進
に
関
す
る
法
律
」に
基
づ
き
、

農
地
の
借
受
け
を
希
望
す
る
人

の
募
集
を
行
い
ま
す
。

　

農
地
中
間
管
理
事
業
を
活
用

し
て
農
地
を
借
り
受
け
る
に

は
、
あ
ら
か
じ
め
借
受
希
望
の

申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

募
集
期
間　

12
月
５
日
（
金
）

～
１
月
５
日
（
月
）

　

※
郵
送
の
場
合
は
消
印
有
効

申
込
方
法　

所
定
の
申
込
書

（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
印
刷
可

能
）　

を
メ
ー
ル
、
フ
ァ
ク
ス
、

郵
送
で
（
公
社
）
兵
庫
み
ど

り
公
社
へ
、
持
参
の
場
合
は
、

洲
本
農
地
管
理
事
務
所
へ
。

問
（
公
社
）
兵
庫
み
ど
り
公
社

　

☎
０
７
８
・
３
６
１
・
８
１
１
４

　

F
０
７
８
・
３
６
１
・
８
１
２
８

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、h

ttp
://

w
w

w
.fo

rest-h
yo

go
.jp

問
洲
本
農
地
管
理
事
務
所

　

☎
26
・
２
０
９
８


